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(57)【要約】
【課題】　利用者が実際にアシストウェアを装着した状
態での身体的作業負担の軽減効果を評価可能な技術を提
供することにある。
【解決手段】　アシストウェアの評価システムであって
、前記アシストウェアを装着した状態での利用者の全身
の生体データを測定する測定装置と、前記全身の生体デ
ータに基づいて、前記利用者にかかる負荷を計算する計
算装置と、前記アシストウェアを装着した状態での前記
利用者の装着評価を前記負荷に基づいて出力する出力装
置と、を備える評価システム。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アシストウェアの評価システムであって、
　前記アシストウェアを装着した状態での利用者の全身の生体データを測定する測定装置
と、
　前記全身の生体データに基づいて、前記利用者にかかる負荷を計算する計算装置と、
　前記アシストウェアを装着した状態での前記利用者の装着評価を前記負荷に基づいて出
力する出力装置と、
　を備える評価システム。
【請求項２】
　前記測定装置は、前記アシストウェアを装着していない状態での前記利用者の全身の生
体データも測定し、
　前記計算装置は、前記アシストウェアを装着した状態、及び、前記アシストウェアを装
着していない状態の両方の前記利用者にかかる負荷を計算し、
　前記出力装置は、前記アシストウェアを装着した状態、及び、前記アシストウェアを装
着していない状態の両方の前記利用者の装着評価を前記負荷に基づいて出力する請求項１
に記載の評価システム。
【請求項３】
　前記測定装置は筋電センサである請求項１に記載の評価システム。
【請求項４】
　前記計算装置は前記筋電センサからの出力波形を整形する請求項３に記載の評価システ
ム。
【請求項５】
　前記計算装置は、前記全身の生体データから動作区間を抽出する請求項１に記載の評価
システム。
【請求項６】
　前記測定装置はモーション・キャプチャである請求項１に記載の評価システム。
【請求項７】
　前記測定装置は重心動揺計である請求項１に記載の評価システム。
【請求項８】
　アシストウェアの評価方法であって、
　前記アシストウェアを装着した状態での利用者の全身の生体データを測定し、
　前記全身の生体データに基づいて、前記利用者にかかる負荷を計算し、
　前記アシストウェアを装着した状態での前記利用者の装着評価を前記負荷に基づいて出
力する評価方法。
【請求項９】
　アシストウェアの評価プログラムであって、
　前記アシストウェアを装着した状態での利用者の全身の生体データを測定するステップ
と、
　前記全身の生体データに基づいて、前記利用者にかかる負荷を計算するステップと、
　前記アシストウェアを装着した状態での前記利用者の装着評価を前記負荷に基づいて出
力するステップと、
をコンピュータに実行させる評価プログラム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、アシストウェアを装着した状態での身体的作業負担の軽減効果を
評価する技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、肉体的労働や日常生活活動を補助するアシストウェアが開発されている。アシス
トウェアを大まかに分類すると、パワーアシストとして装着者（以下、利用者という）に
装着される装着式動作補助装置と、モーター等の動力を用いずに生地の伸縮力を用いて利
用者の姿勢を正すことで身体の負荷を軽減する体幹安定スーツに分けることができる。
【０００３】
　特許文献１では、利用者の腰部の動作を補助する駆動力を発生させる装着式動作補助装
置を人型動作試験部に装着した状態で、装着式動作補助装置を評価している。人型動作試
験部は、人間の膝から上側の身体部分とほぼ同様の外形形状を有しており、人間が物を持
ち上げてから持ち下げるまでの腰部に負担をかける一連の動作を擬似的に行い得るように
関節機構が設けられている。
【０００４】
　そして、人間の胴体部及び頭部を模倣した外観構成を有する体幹リンクの腰部に対応す
る部位の圧縮力と、曲げモーメントである負荷検出部としての６軸力センサの検出結果に
基づいて、装着式動作補助装置による利用者の腰部への負荷を推定する。この推定した負
荷に基づいて、装着式動作補助装置が腰部にかかる負担をどの程度軽減しているかを判断
することが可能になる。
【０００５】
　特許文献２は、ウェアの後身頃の外側に設けられたコルセット締付力調整具と、ウェア
の外側から腰部の回りに装着されるコルセットで構成される筋力補助装具を開示している
。この筋力補助装具は、駆動力を用いずに、背中のカーボンファイバー等の生地の伸縮力
を用いて利用者の姿勢を正すことで身体の負荷を軽減する体幹安定スーツである。
【０００６】
　非特許文献１では、駆動力を用いずに身体の負担を軽減するアシストウェア「ＳＴＡＹ
Ｓ（ステイ）」の評価手法を開発する取り組みについて紹介している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許６５５６８６７号公報
【特許文献２】特許６６１３３９７号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ＴＩＲＩ　ＮＥＷＳ　２０２０年２月号、２０２０年２月１日発行、Ｐ
．６～７、駆動力を用いず　身体の負担を軽減するアシストウェア、https://www.iri-to
kyo.jp/uploaded/attachment/11140.pdf
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１には、利用者が装着式動作補助装置を実際に装着した状態で
は評価できないという課題がある。特許文献２には、利用者が体幹安定スーツを実際に着
用した状態での評価については開示されていないという課題がある。非特許文献１では、
「着ると楽になる」という人間の感覚を、データとして可視化することの必要性が言及さ
れているのに留まり、どのように可視化するかについては開示されていないという課題が
ある。
【００１０】
　本発明は、このような課題に着目して鋭意研究され完成されたものであり、その目的は
、利用者が実際にアシストウェアを装着した状態での身体的作業負担の軽減効果を評価可
能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明は、アシストウェアの評価システムであって、前記
アシストウェアを装着した状態での利用者の全身の生体データを測定する測定装置と、前
記全身の生体データに基づいて、前記利用者にかかる負荷を計算する計算装置と、前記ア
シストウェアを装着した状態での前記利用者の装着評価を前記負荷に基づいて出力する出
力装置と、を備える評価システムである。
【００１２】
　他の本発明は、アシストウェアの評価方法であって、前記アシストウェアを装着した状
態での利用者の全身の生体データを測定し、前記全身の生体データに基づいて、前記利用
者にかかる負荷を計算し、前記アシストウェアを装着した状態での前記利用者の装着評価
を前記負荷に基づいて出力する評価方法である。
【００１３】
　他の本発明は、アシストウェアの評価プログラムであって、前記アシストウェアを装着
した状態での利用者の全身の生体データを測定するステップと、前記全身の生体データに
基づいて、前記利用者にかかる負荷を計算するステップと、前記アシストウェアを装着し
た状態での前記利用者の装着評価を前記負荷に基づいて出力するステップと、をコンピュ
ータに実行させる評価プログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、利用者が実際にアシストウェアを装着した状態での身体的作業負担の
軽減効果を評価可能な技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る評価システムの機能ブロック図である。
【図２】本実施形態に係る筋電位の測定位置を示す図である。
【図３】本実施形態に係る評価システムのフローチャートである。
【図４】本実施形態に係る利用者の属性を示す表である。
【図５】本実施形態に係るアシストウェアの装着及び非装着の評価値を示す表である。
【図６】本実施形態に係るアシストウェアの装着及び非装着の比較を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
【００１７】
　（アシストウェアの評価システム）
　図１は、本発明の実施形態に係るアシストウェアの評価システムの機能ブロック図であ
る。評価システム１００は、評価対象であるアシストウェアを着用する利用者の全身の生
体データを測定する測定装置２１０と、利用者の動作区間を抽出するために用いるトリガ
スイッチ２２０と、測定装置２１０及びトリガスイッチ２２０からの信号を受信する受信
機２３０と、受信機２３０からのデータに基づいてアシストウェアの評価を行う情報処理
装置３００を備える。ここで、利用者の全身の生体データとは、利用者の全身の筋電位デ
ータや、利用者の全身の動きデータ等、さらには、それらにより生じる生体信号をいう。
【００１８】
　情報処理装置３００は、パーソナルコンピュータにインストールされた評価プログラム
によって動作可能な機能ブロック群によって構成される。ここで、情報処理装置３００の
実装形態は全ての機能ブロック群がパーソナルコンピュータに構成されている必要は無い
。例えば、パーソナルコンピュータ等のクライアント端末と有線又は無線の通信回線（イ
ンターネット回線など）に接続された専用サーバにインストールされて実装されていても
よいし、いわゆるクラウドサービスを利用して実装されていてもよい。
【００１９】
　測定装置２１０は、複数の筋電センサで構成されている。本実施形態では、無線型の筋
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電センサ８個を用いる。
【００２０】
　図２は、本実施形態に係る筋電位の測定位置を示す図である。利用者の前側と後側に貼
り付ける筋電センサの位置を示している。利用者の全身（上半身及び下半身）の皮膚面に
筋電センサを貼り付けていることがわかる。
【００２１】
　２１１は、大腿直筋の皮膚面に貼り付けた筋電センサを示す。同様に、２１２は大腿二
頭筋の位置を、２１３は前脛骨筋の位置を、２１４は腓腹筋の位置を、２１５は大殿筋の
位置を示す。すなわち、５個の筋電センサを利用者の脚部（下肢）に貼り付けている。
【００２２】
　２１６は腹直筋（の下部）の位置を、２１７は脊柱起立筋（の下部）の位置を、２１８
は僧帽筋（の上部）の位置を示す。すなわち、３個の筋電センサを利用者の体幹部に貼り
付けている。
【００２３】
　本実施形態では、利用者の上半身に筋電センサを貼り付ける位置として、体幹部を例に
挙げたが、これに限られるものではなく、他の上半身の位置に貼り付けてもよい。
【００２４】
　本実施形態では、特定の部分だけ（下半身だけ等）の筋電位を測定するのではなく、利
用者の全身（上半身及び下半身）の筋電位を測定している。筋電センサの個数は図２の８
個に限られず、全身の筋電位を測定するのであれば、増やしてもよいし減らしてもよい。
【００２５】
　受信機２３０は、測定装置２１０（無線型の筋電センサ）からの筋電波形信号を受信し
、また、トリガスイッチ２２０からの信号も受信する。
【００２６】
　情報処理装置３００は、受信機２３０が受信した筋電波形データを格納する筋電波形格
納部３１０と、受信機２３０が受信したトリガデータを格納するトリガデータ格納部３２
０と、筋電波形データ及びトリガデータを用いて所定の信号処理を行う信号処理部３３０
と、信号処理の結果に基づいて、アシストウェアの評価結果を計算する評価結果計算部３
４０を備える。
【００２７】
　信号処理部３３０は、生の波形である筋電波形データを整形する筋電波形整形部３３１
と、整形された筋電波形データから、利用者が動作した区間のみの筋電波形データをトリ
ガデータに基づいて抽出する動作区間抽出部３３２と、抽出した筋電波形の最大振幅（μ
Ｖ）を抽出するためにＰｅａｋ　ＲＭＳ（Ｒｏｏｔ　Ｍｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ；二乗平均
平方根）値を計算するＰｅａｋＲＭＳ抽出部３３３と、利用者が複数回の動作を行う毎に
計算したＰｅａｋＲＭＳ値の平均値を抽出するＰｅａｋＲＭＳ平均値抽出部３３４とを備
える。
【００２８】
　ＰｅａｋＲＭＳ抽出部３３３は式（１）を任意のサンプル数分ずらしながら計算し、得
られたデータの最大値を筋電波形の最大振幅（μＶ）として出力する。
【数１】

【００２９】
　筋電波形整形部３３１は、陽性波形（＋）と陰性波形（－）を含む生波形である筋電波
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形を、整流波形（＋のみ）に整形している。なお、本実施形態では、ＰｅａｋＲＭＳ値を
計算しているため、筋電波形整形部３３１は必須ではない。
【００３０】
　動作区間抽出部３３２は、利用者が連続動作を行う場合（例えば、荷物の持上げ及び持
下げを連続して行う場合）に、アシストウェアの評価に必要な動作区間（この場合、荷物
の持上げ）を抽出するために必要であるが、連続動作を行わない場合は必須ではない。
【００３１】
　また、筋電波形格納部３１０と、トリガデータ格納部３２０と、筋電波形整形部３３１
は、測定装置（筋電センサ）２１０に付属のソフトウェアである。ここで、筋電波形整形
部３３１の入力及び出力データは共にＣＳＶ（Ｃｏｍｍａ　Ｓｅｐａｒａｔｅｄ　Ｖａｌ
ｕｅ）形式のデータである。このため、筋電波形整形部３３１と動作区間抽出部３３２の
処理の順番を変更してもよい。
【００３２】
　図３は、本実施形態に係る評価システムのフローチャートである。本実施形態では、ま
ず、利用者がアシストウェアを装着していない状態で試技を５回行う。次に、同じ利用者
がアシストウェアを装着した状態で再び試技を５回行う。ここでは、利用者は荷物（２Ｌ
のペットボトル６本；約１２ｋｇ）の持上げ及び持下げを連続して５回行う。具体的には
、下肢を曲げて地面にしゃがみ、地面に置いてある荷物を両手でつかみ、両足を伸ばして
、持上げるという動作を連続して行う。そして、荷物の持上げのみの動作区間を抽出し、
１回の試技とする。
【００３３】
　まず、利用者がアシストウェアを装着していない状態で試技を５回行う場合について説
明する。図２で説明した通り、利用者には８個の筋電センサを装着する。すなわち、測定
装置２１０は、８チャンネル（８ｃｈ）の筋電センサで利用者の各筋電位を測定する（Ｓ
１１０）。
【００３４】
　情報処理装置３００は、受信機２３０経由で受信した測定装置２１０及びトリガスイッ
チ２２０からのデータ（試技５回分のデータ）をそれぞれ筋電波形格納部３１０及びトリ
ガデータ格納部３２０に格納する。そして、筋電波形整形部３３１が筋電波形を波形整形
し、動作区間抽出部３３２が試技に相当する動作区間の波形を抽出する。この抽出した波
形が特定周波数帯域信号として抽出される（Ｓ１２０）。
【００３５】
　ＰｅａｋＲＭＳ値抽出部３３３は、式（１）を用いて、抽出された特定周波数帯域信号
からＲＭＳ値を計算し（Ｓ１３０）、さらに、ＰｅａｋＲＭＳ値を抽出する（Ｓ１４０）
。
【００３６】
　Ｓ１１０からＳ１４０の処理ステップを試技５回分について実行し、ＰｅａｋＲＭＳ平
均値抽出部３３４はＰｅａｋＲＭＳ平均値を計算する（Ｓ１５０）。Ｓ１１０からＳ１５
０の処理ステップが、アシストウェアを未装着の状態での処理である。
【００３７】
　次に、利用者がアシストウェアを装着している状態で試技を５回行う場合について説明
する。Ｓ１１０からＳ１５０の処理ステップと同様の処理であるため、簡略的に説明する
。測定装置２１０は、８チャンネル（８ｃｈ）の筋電センサで利用者の各筋電位を測定す
る（Ｓ２１０）。
【００３８】
　情報処理装置３００は、筋電波形整形部３３１及び動作区間抽出部３３２を用いて、特
定周波数帯域信号を抽出する（Ｓ２２０）。ＰｅａｋＲＭＳ値抽出部３３３は、抽出され
た特定周波数帯域信号からＲＭＳ値を計算し（Ｓ２３０）、さらに、ＰｅａｋＲＭＳ値を
抽出する（Ｓ２４０）。
【００３９】
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　Ｓ２１０からＳ２４０の処理ステップを試技５回分について実行し、ＰｅａｋＲＭＳ平
均値抽出部３３４はＰｅａｋＲＭＳ平均値を計算する（Ｓ２５０）。Ｓ２１０からＳ２５
０の処理ステップが、アシストウェアを装着している状態での処理である。
【００４０】
　情報処理装置３００は、評価結果計算部３４０に、装着／未装着の比率を計算させる（
Ｓ３１０）。具体的には、Ｓ１５０（未装着の場合）及びＳ２５０（装着の場合）のＰｅ
ａｋＲＭＳ平均値を用いて、装着／未装着の比率を計算する。
【００４１】
　評価結果計算部３４０は、計算した装着／未装着の比率に基づいて、評価結果を出力す
る（Ｓ３２０）。
【００４２】
　図４は、本実施形態に係る利用者の属性を示す表である。利用者の属性として、３人の
年齢、身長、体重、及び、日常活動を示す。本実施形態では、図３で説明した試技（荷物
の持上げ）を３人の利用者について行った。すなわち、図３のＳ１５０及びＳ２５０で計
算したＰｅａｋＲＭＳ平均値は３人の平均値である。
【００４３】
　図５は、本実施形態に係るアシストウェアの装着及び非装着の評価値を示す表である。
本実施形態では、アシストウェアとして、駆動力を用いずに身体の負担を軽減するベスト
型のアシストウェア「有限会社ハヤマプリンシプル社製ＳＴＡＹＳ（ステイ）」を用いた
。また、試技は「荷物の持上げ」である。
【００４４】
　列５１０は、アシストウェア非着用の状態での、利用者３人の平均であるＰｅａｋＲＭ
Ｓ平均値を各筋肉について計算した結果である。一方、列５３０は、アシストウェア着用
の状態での、利用者３人の平均であるＰｅａｋＲＭＳ平均値を各筋肉について計算した結
果である。
【００４５】
　列５２０は、列５１０の各値を１００％に設定することを示し、列５４０はこの場合の
列５３０の各値が何％になるかを示している。すなわち、列５４０がアシストウェアの評
価結果に相当し、装着又は未装着の状態での各筋肉の活動量の比較を表している。
【００４６】
　図６は、本実施形態に係るアシストウェアの装着及び非装着の比較を示すグラフである
。図５の列５２０及び列５４０を棒グラフで表し、アシストウェアの評価結果を分かりや
すく図示している。
【００４７】
　図６によれば、大腿直筋など下肢の筋肉は総じて数値が減少、すなわち、活動量が減少
している。これは、アシストウェアを着用することで全身の姿勢が安定し、姿勢保持のた
めに必要であった身体的負担が軽減されていると評価できる。
【００４８】
　一方、僧帽筋は、唯一数値が上昇、すなわち、活動量が増加している。これは、アシス
トウェア非着用の状態では上半身の筋肉を上手く動員できていなかった。しかし、アシス
トウェア着用の状態では、全身の姿勢が安定し、上半身の筋肉も上手く動員できるように
なり、全身の筋肉を有効に使って、荷物の持上げを行っていると評価できる。すなわち、
駆動力を用いないアシストウェアを着用した場合、非着用の状態では使われていなかった
筋肉にも仕事を分担させ、特定の筋肉に負荷が集中することを防止していると評価できる
。
【００４９】
　本実施形態によれば、利用者がアシストウェアを装着した状態と、非装着の状態の両方
について、試技を行い、その評価結果を比較することによって、利用者が実際にアシスト
ウェアを装着した状態での身体的作業負担の軽減効果を評価することが可能になる。
【００５０】
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　また、アシストウェアには様々な種類の製品（装着式動作補助装置や体幹安定スーツ等
）がある。利用者は、これらの製品を取り扱っているお店へ行き、複数種類のアシストウ
ェアを試着し、製品毎に試技（利用者の肉体的労働活動や日常生活活動に近い試技など）
を行う。本評価システムによって、どの製品が利用者にとって身体的作業負担を軽減でき
るかを比較でき、アシストウェアの販売促進につながる。
【００５１】
　さらに、アシストウェアには、同じ種類の製品であっても、体の大きさに合せたサイズ
が展開されている製品もある。例えば、Ｓサイズ、Ｍサイズ、Ｌサイズなどである。この
ような場合、利用者は各サイズのアシストウェアを試着し、どのサイズが利用者にとって
最も身体的作業負担を軽減できるかを比較することが可能になる。
【００５２】
　加えて、同じサイズのアシストウェアであっても、装着具合（例えば、ベスト型のアシ
ストウェアの場合、腰と肩のベルトの締め付け具合）によって、どの程度の身体的作業負
担を軽減できるかを比較することも可能になる。
【００５３】
　（作用効果）
　本実施形態の評価システムによれば、利用者が実際にアシストウェアを装着した状態で
の身体的作業負担の軽減効果を評価することが可能である。
【００５４】
（変形例１；モーション・キャプチャ）
　実施形態では、アシストウェアを着用する利用者の全身の生体データを測定する測定装
置２１０として、筋電センサで筋電位を測定したが、これに限定されるものではない。例
えば、利用者の各関節位置にマーカーを付ける。そして、モーション・キャプチャで各関
節の回転中心から重心線までの距離（ｍ）を測定し、利用者の全身（上半身及び下半身）
の運動方程式を立てる。利用者の体重（Ｎ）を運動方程式に入力すれば、関節トルク（Ｎ
・ｍ）を上半身及び下半身の関節毎に計算することが可能である。
【００５５】
（変形例２；重心動揺計）
　また、平衡機能検査などに用いる重心動揺計（フォースプレート）を床に置いて、その
上で利用者が試技を行ってもよい。重心動揺計は力を計測し、その計測データを用いて、
利用者の重心位置を算出することができる。その算出結果を時系列的に距離に換算し、重
心の横ぶれ（距離であり、単位はｍ）を測定する。その距離の大小が、身体的作業負担の
軽減効果を評価する指標になる。
【００５６】
　以上、本発明の実施例（変形例を含む）について説明してきたが、これらのうち、２つ
以上の実施例を組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらのうち、１つの実施
例を部分的に実施しても構わない。さらには、これらのうち、２つ以上の実施例を部分的
に組み合わせて実施しても構わない。
【００５７】
　また、本発明は、上記発明の実施例の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の
範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含
まれる。例えば、トリガスイッチ２２０は、筋電センサに付属のものを用いたが、これに
限定されるものではない。例えば、Ｗｅｂカメラで利用者の動きを動画撮影し、パーソナ
ルコンピュータへ動画データを送信し、動作区間を抽出してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１００　評価システム
　２１０　測定装置
　２２０　トリガスイッチ
　２３０　受信機
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　３００　情報処理装置
　３１０　筋電波形格納部
　３２０　トリガデータ格納部
　３３０　信号処理部
　３３１　筋電波形整形部
　３３２　動作区間抽出部
　３３３　ＰｅａｋＲＭＳ抽出部
　３３４　ＰｅａｋＲＭＳ平均値抽出部
　３４０　評価結果計算部

 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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